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 中小企業における移転価格税制の基礎 

 

 

  

最近は、日本企業が海外に製造部門を移管し、その海外に現地法人である子会社を設立することが増えて

きております。その際、海外子会社との取引価格を決めることになりますが、親子関係では比較的自由に価格

設定できる関係にあるので、その価格が行き過ぎたものにならないよう移転価格税制により規制しています。 

■ なぜ移転価格税制は必要か？ 

海外子会社からの仕入価格を通常よりも高めの価格に設定すれば、本来は日本で発生すべき利益が海外

に移転します。このように取引価格を調整して、税率が高い日本の利益を税率が低い国の子会社へ 

移転することで、グループ全体の税引前の利益を変え

ずにグループ全体の税負担額を下げることが可能とな

ってしまいます。日本の国税当局は国内企業からしか

税金の徴収ができないため、取引価格の操作により海

外に利益が移転したときには税金の徴収が難しくなり

ます。そこで、このような日本から海外への利益移転を

防止するために移転価格税制が必要とされています。    

■ 移転価格税制による課税方法は？ 

移転価格税制では、海外子会社など（「国外関連者」といいます）との取引で、日本から海外へ利益が移転し

てしまう価格設定で行われているものについて、その取引価格を第三者と行われる適正な取引価格（「独立企

業間価格」といいます）で行われたとみなして、その差額について課税がされます。 

この適正価格である独立企業間価格については、国税当局も何か算定のもととするものがなければ課税す

ることが困難です。そこで、その取引の概要や事業の概要、独立企業間価格の決定方法など、海外子会社と

の取引が第三者と同様のルールのもと行われていることの説明を記載した『独立企業間価格を算定するため

に必要と認められる書類（ローカルファイル）』の作成等する義務（Q3 参照）を課しています。 

もし、税務調査でローカルファイルを求められ、企業がこれを提出できない場合には、税務当局は独自に独

立企業間価格を算定し、所得の金額を再計算することができます。 

■ どんな取引が対象となるのか？ 

日本の企業が海外に子会社を設立し取引をはじめると、企業規模や取引量に関係することなく「移転価格税

制」や「国外関連者に対する寄附金」という取引価格などにスポットをあてた税務上の検討事項が発生します。 

これらの対象となる取引は、①資産の販売、②資産の購入、③役務の提供、④その他の取引で第三者であ

れば対価を当然もらうすべての取引（「国外関連取引」といいます）で、例えば、商品等の輸出入、特許や商標、

ノウハウなど無形資産の売買や使用許諾、経理や人事の代行、各種の技術指導などのサービス、融資の保証

などで、日本から海外に利益が移転しているものがその対象となります。したがって、国内の取引、日本の企

業の海外支店などとの取引は対象となりません。 

■ 中小企業における移転価格税制のポイント 

（Point 1） ローカルファイルへの対応について 

国外関連者との取引があり、税務調査で要請があったときは、取引金額にかかわらず、ローカルファイル

を提出等する必要があります。ただ、すべての取引について作成することは労力と費用を要するため、例え

ば、A 社との取引規模が 30 億円、B 社との取引規模が 100 万円であるときは、調査において問題になりそう

な国外関連者との取引(例えば A 社)から優先的に作成を行っていくことをお勧めします。 

（Point 2） 移転価格と国外関連者への寄附 

「移転価格税制」と「国外関連者への寄附金」の区分けは難しいことが多く、中小企業では比較的短期間

での税務調査や課税判断が可能である国外関連者への寄附金による指摘を受けるケースが多くなります。 

海外子会社が負担すべき出張旅費や出向者給与を国内親会社が負担している場合等には、国外関連者

への寄附金と指摘を受けることがありますので、適正な対価を収受するなどの対策が必要となります。 
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